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■機 械 技 術 科 ■ 

 
定員２０名（２年コース） 
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１ 

 

 

科 名 期 間 定 員 授業料 
諸経費(預かり金) 

１年次 

諸経費(預かり金) 

２年次 

機 械 技 術 科 ２年 20 

月額9,900 円 

(年額118,800 円) 

１７５,０００円 ４０,０００円 

電 気 技 術 科 ２年 20 １７０,０００円 ４０,０００円 

自 動 車 整 備 科 ２年 20 １３５,０００円 ４０,０００円 

ＣＡＤシステム科 １年 20 １００,０００円  

溶 接 技 術 科 １年 20 １１０,０００円  

※ 定員は、推薦試験と一般試験の合計数です。  

※ 金額は見込額です。都合により若干変更になる場合があります。 

※ 諸経費は、後援会費、校外研修費、及び検定費用、講習費用、教材や実習用具等の費用です。 

※ 上記費用（授業料、諸経費）の他に教科書、作業着等の費用として、科目により２５,000～６５,000円程度が必要 

になります（金額は見込額です。都合により若干変更になる場合があります）。 

※ 諸経費（１年次納入分）は、入校前の手続時に一括納入となります。その他、授業料や教科書代等は、入校後の納入 

となります。 

 

 

 
 願書受付期間 試 験 日 合格発表日 

推 薦 試 験 
令和８年10 月  １日(木)～ 

令和８年10 月 ９日(金)必着 令和８年１０月１６日 (金 ) 令和８年１０月２２日 (木 ) 

    

一 般 試 験 
令和８年10 月１３日(火)～ 

令和８年10 月３０日(金)必着 令和８年１１月  ６日 (金 ) 令和８年１１月１２日 (木 ) 

１２月追加試験 
令和８年１1 月１３日(金)～ 

令和８年１２月１１日(金)必着 
令和８年１２月１５日 (火 ) 令和８年1 2月１８日 (金 ) 

1 月追加試験 

令和８年１２月２１日(月)～ 

令和９年 １月１５日(金)必着 

※年末年始の閉庁時を除く 

令和９年  １月１９日 (火 ) 令和９年  １月２２日 (金 ) 

２月追加試験 
令和９年 1 月２５日(月)～ 

令和９年 ２月１２日(金)必着 
令和９年  ２月１６日 (火 ) 令和９年  2月１９日 ( 金 ) 

３月追加試験 
令和９年 2 月２２日(月)～ 

令和９年 ３月１２日(金)必着 
令和９年  ３月１６日 (火 ) 令和９年  ３月１９日 (金 ) 

 

※ 願書受付時間は８：３０～１７：１５です（土、日、祝日は除く） 

※ 追加試験は定員に満たなかった科についてのみ実施します。実施の有無は、ホームページに掲載いたします。 

 

 

１ 募集科目・定員・費用 

２ 試 験 日 程



 

 

（１） 募集定員 各科概ね１２名 

 

（２） 受験資格 

次のすべての要件に該当すること 

 

ア 学校教育法における高等学校（中等教育学校後期課程を含む）を令和９年３月に卒業見込みの方 

  又は、令和８年度内に卒業した方 

イ 調査書の「全体の学習成績の状況」が３．０以上の方 

ウ 在籍学校長から、職業に必要な技能及びこれに関する知識を積極的に習得しようとする意欲があり、     

所定の訓練期間を休まず受講する意思があるものとして、推薦された方 

エ 太田産業技術専門校への入校意欲が強く、進路希望先の第一位と考えている方
 

 

（３） 試験方法・提出書類 

試 験 方 法 提出書類による選考及び面接試験 

試 験 場 所 太田産業技術専門校 

提 出 書 類 

１ 入校願書（タテ４×ヨコ３㎝の写真をはり付けること） 

２ 入校推薦書 

３ 進学用調査書 

  ３年１学期又は、前期までのもの。 

ただし、通信制等は発行可能な期間までのものとします。 

入校試験料 

2,200円 

（入校願書に群馬県収入証紙をはり付けてください） 

注）群馬県収入証紙の御用意ができない方は、当校までお問い合わせください。 

 

提 出 場 所 

 

 

太田産業技術専門校に提出してください。 

 

注）働きながら高等学校に通われている方で、雇用保険被保険者の方は、入校願書の提出前に、

公共職業安定所（原則、住所又は居所を管轄する公共職業安定所）に相談し手続きした上で、

提出してください。 

 

    

※ 願書を郵送にて提出する場合は 

①受験票の送付用に切手（110 円）を貼った封筒（長形３号又は角形８号）に住所氏名及び郵便番号を記入し同封。 

②チェックシートにより、提出物に不足がないよう確認してください。 

郵送の場合、入校願書受付終了日１７：１５必着としますので、御注意ください。 

 

 

３ 推薦試験の御案内 

２ 



（４） 入校手続等 

入校手続や提出書類に関する詳細については、合格発表の際に連絡します。 

入 校 料 
5,650円（群馬県収入証紙による納付） 

注）群馬県収入証紙の御用意ができない方は、当校までお問い合わせください。 

授 業 料 

諸 経 費 

授業料は年額118,800円（月額9,900円）です。 

諸経費については、科により異なります。 ※１ページ参照 

※ 納付された入校試験料及び入校料は、いかなる理由があっても返還しません。 

※ 金額は、都合により変更することがあります。 

 

（５） その他 

・ 高等学校等の卒業見込み等で受験した合格者（全ての科）は、令和９年３月３１日までに卒業証明書（卒

業証書の写し又は出身学校で作成する証明書）が必要になります。 

・ 提出される卒業証明書等が旧姓の場合は、旧姓の身分証明者や、姓が変わったことを証明する書類（戸籍

抄本の写しなど）を併せて提出してください。 

・ 独立行政法人日本学生支援機構による奨学金は利用できません。 

・ 外国籍の方で、在留資格が無い場合は、入校することができません。詳しくは、太田産業技術専門校まで

お問い合わせください。 

・ 公共職業安定所の受講あっせんを受けて入校した場合、雇用保険や職業訓練受講給付金等の支給対象に

なる場合があります。必ず入校願書の提出前に、公共職業安定所（原則、住所又は居所を管轄する公共職

業安定所）に相談し手続きした上で、提出してください。 

・ 公共職業安定所及び群馬県若者就職支援センターからの推薦による試験制度（若者求職者推薦試験）も

ございます（定員若干名）。詳細については、太田産業技術専門校にお問い合わせください。特に自動車

整備科の受験を希望する方は、受験資格を確認させて頂きますので早めに（願書受付期間の前）お問い

合わせください。 

・ 一定の条件を満たす方を対象に授業料減免制度があります。詳しくは、太田産業技術専門校にお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 



４ 

 

（１）  募集定員 各科定員まで（推薦試験の合格者を含め、各科２０名程度） 

 

（２）  受験資格 

学校教育法における高等学校（中等教育学校後期課程を含む。）を卒業した方(卒業見込みの方を含む) 

又はこれと同等以上の学力を有すると認められる方   

 

（３）  試験方法・提出書類 

試 験 方 法 学科試験（ 国語：現代の国語、 数学：数Ⅰ・数Ａ）及び面接試験 

試 験 場 所 太田産業技術専門校 

提 出 書 類 

令和９年３月に高校卒

業見込の方
 

１ 入校願書（タテ４×ヨコ３㎝の写真をはり付けること） 

２ 進学用調査書 

   ３年１学期、又は前期までのもの。ただし、通信制等は発行可能な期間 

までのものとする。 

高卒以上の既卒者 

１ 入校願書（タテ４×ヨコ３㎝の写真をはり付けること） 

２ 高校の卒業証明書（卒業証書の写し又は出身学校で作成した証明書） 

  （または高校卒業以上で入学可の専門学校、大学等の卒業証明書） 

３ 職務経歴書（職務経歴の有無に関わらず提出すること） 

高校卒業と同等以上

の学力を有すると認

められる方 

 

高等学校卒業程度認定試験規則による認定試験に合格した方、及び、令和９年

３月３１日までに合格見込みの方。（大学入学資格検定の合格者を含む） 
 

１ 入校願書（タテ４×ヨコ３㎝の写真をはり付けること） 

２ 認定試験の合格を証明する書類 

   合格者  ：合格証明書又は合格証書の写し 

   合格見込者：太田産業技術専門校の試験合格後、 

         原則として令和９年３月３１日までに、合格証明書 

又は合格証書の写しを提出すること。 

３ 職務経歴書（職務経歴の有無に関わらず提出すること） 

上記以外 太田産業技術専門校にお問い合わせください。 

入校試験料 

2,200円 

（入校願書に群馬県収入証紙をはり付けてください） 

注）群馬県収入証紙の御用意ができない方は、当校までお問い合わせください。 

提 出 場 所 

太田産業技術専門校に提出してください。 

注）公共職業安定所に求職申込みしている方（雇用保険受給資格者等）は、必ず入校願書の提

出前に、公共職業安定所（原則、住所又は居所を管轄する公共職業安定所）に相談し手続き

した上で提出してください。 

※ 願書を郵送にて提出する場合は 

①受験票の送付用に切手（110 円）を貼った封筒（長形３号又は角形８号）に住所氏名及び郵便番号を記入し同封。 

②チェックシートにより、提出物に不足がないよう確認してください。 

郵送の場合、入校願書受付終了日１７：１５必着としますので、御注意ください。 

 

４ 一般試験の御案内 



（４）  入校手続等 

入校手続や提出書類に関する詳細については、合格発表の際に連絡します。 

入 校 料 
5,650円（群馬県収入証紙による納付） 

注）群馬県収入証紙の御用意ができない方は、当校までお問い合わせください。 

授 業 料 

諸 経 費 

授業料は年額118,800円（月額9,900円）です。 

諸経費については、科により異なります。 ※１ページ参照 

※ 納付された入校試験料及び入校料は、いかなる理由があっても返還しません。 

※ 金額は、都合により変更することがあります。 

 

（５）  その他 

・ 高等学校等の卒業見込み等で受験した合格者（全ての科）は、令和９年３月３１日までに卒業証明書（卒

業証書の写し又は出身学校で作成する証明書）が必要になります。 

・ 提出される卒業証明書等が旧姓の場合は、旧姓の身分証明者や、姓が変わったことを証明する書類（戸籍

抄本の写しなど）を併せて提出してください。 

・ 独立行政法人日本学生支援機構による奨学金は利用できません。 

・ 外国籍の方で、在留資格が無い場合は、入校することができません。詳しくは、当校までお問い合わせく

ださい。 

・ 自動車整備科を高校卒業と同等以上（高等学校卒業程度認定試験等（旧大学入学資格検定））で受験を希

望する方は、受験資格を確認させて頂きますので早めに（願書受付期間の前）お問い合わせください。 

・ 公共職業安定所の受講あっせんを受けて入校した場合、雇用保険や職業訓練受講給付金等の支給対象に

なる場合があります。必ず入校願書の提出前に、公共職業安定所（原則、住所又は居所を管轄する公共職

業安定所）に相談し手続きした上で、提出してください。 

・ （中学卒業後、就職等していたなど）高等学校等の卒業資格をお持ちでないものの、技能や知識の習得を

希望される方向けの試験制度（若年者チャレンジ一般試験）（自動車整備科は対象外）（令和８年 4 月

１日時点で３０歳未満の方が対象となります）もございます。詳細については、太田産業技術専門校に

お問い合わせください。 

・ 一定の条件を満たす方を対象に授業料減免制度があります。詳しくは、太田産業技術専門校にお問い合

わせください。 
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（１）試験会場   太田産業技術専門校  

（２）スケジュール 

 

※受験人数により試験終了時間が異なります。必要により昼食をご用意ください。 

※その他詳細情報は当校ホームページにて、御確認いただけます。 

※追加試験の会場、スケジュールは変わる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 推薦試験 一般試験 

会場入室 8:30～ 8:30～ 

試験説明 9:00～ 9:00～ 

 

 

試  験 

 

 

面 接 

 

 

9:15～ 

学 

科 

国語 9:10～10:00 

数学 10:15～11:05 

面 接 11:20～ 

５ 試験日スケジュール 

６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募にあたっての注意！（該当する方は御注意願います） 

公共職業安定所の受講指示により本校に入校すると訓練期間中、給付金が支給される場合があります。 

この場合あらかじめ公共職業安定所（ハローワーク）において、職業訓練受講に係る受講相談を行う必要があ

ります。当する方は必ず出願書類を提出する前に、公共職業安定所（ハローワーク）に相談し、手続きした上で

願書を提出して下さい。 

なお給付に関する詳細は、公共職業安定所（ハローワーク）に御相談ください。 

（当校に願書提出後に受講相談した場合、受講指示はされないので御注意下さい） 


